
特定非営利活動法人移植AYATO‖O Plus定 款

第 1章 総 則

(名  称 )
第 1条  この法人は、特定非営利活動法人移植AYATO‖O Plusと いい、また英文名をTransplant

AYATO‖ O Piusと する。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区玉川四丁目 5番 7号 1‖0二子玉川 2
02号室に置 く。

(目  的)
第 3条  この法人は、臓器移植後のハγハて思善期・若年成人)世代を対象として、コミュニ
ティ形成および啓発活動を通じて、自立促進と社会的参画の支援を行うことを目的と

する。あわせて、移植医療に関する知識の普及および人材育成を図ることで、国内の

移植医療の発展に寄与し、脳死 ドナー不足の解消にも貢献することを目指す。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行 う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)声 ちづくりの推進を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)子 どもの健全育成を図る活動
(6)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次
の事業を行う。

(1) オンラインコミュニティの運営による情報共有及び支援活動
(2) 医学会・講演会・見学会等への参加及び開催による啓発・教育活動
(3) 地域社会との連携によるリアルコミュニティ形成及びまちづくり支援活動
(4) 若年層及び医療経験者の職彙能力開発及び社会的自立支援に関する事業
(5) 他の非営利団体・行政機関・企業等との連携、助言及び支援事業
(6) 助成金・補助金等の申請支援及び資金計画に関するコンサルティング事業
(7) その他、目的を達成するために必要な事業



第 2章 会 員

(種  別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以下「法」
という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会 した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入  会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長
に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ
ばならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも
つて本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、
既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(会員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡 し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したとき。

(3)継続 して 1年 以上会費を滞納 したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで
きる。

(除  名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名すること
ができる。

(1)こ の定款に違反したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会
を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上 7人 以内
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(2)監事  1人以上 2人 以内
理事のうち 1人 を理事長とする。

(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事の互選により選任する。
3 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事の互選によりあらかじめ定めた
職務代行者がその職務を代行する。

4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の親族が
1人 を超えて含まれ、又は当核役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総

数の 3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事の互選によりあらかじめ定めた
職務代行者がその職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この
法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法

令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又

は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べるこ

と。

(任期等 )

第15条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。

(欠員補充 )

第16条  理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を 超える者が欠けたときは、遅滞なくこ
れを補売しなければならない。

(解 任 )
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任すること
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ができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

前項の規定により役員を解任しようとする場合は、饉決の前に当該役員に弁明の機会

を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条  役員は、その総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別)
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条 総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(3)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除く。第47条におい

て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条 通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があつ

たとき。

(3)監事が第 14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。



(総会の招集 )

第23条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、その日か
ら30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

(総会の議長 )

第24条 総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中か ら選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできない。 この
場合の「出席」には、委任状による出席を含むものとする。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第 23条第 3項の規定によってあらかじめ通知 した事項
とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をもつて決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面若しくは電磁的方法をもつて表決し、又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、総会
に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。

(総会の議事録 )

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日 時及び場所

(2)正 会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあっては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印又は署
名しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示



をしたことにより、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があつたものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があつたとき。

(理事会の招集 )

第32条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から 14日 以内に理
事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面又は
電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

(理事会の議長 )

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条 理事会における議決事項は、第 32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した事
項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。

(理事会での表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。



4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

(理事会の議事録 )

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記するこ

と。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押印又は署
名しなければならない。

第 5章 資 産
(資 産の構成)

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従つて行わなければならない。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり、翌年3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の
議決を経なければならない。



(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事
長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追
加又は■正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産日録等決算に関する書類
は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決

を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもつて定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又

は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第フ章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の 3以上
の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁
の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を
除く)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以上の議
決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければな
らない。

(残余財産の帰属 )



第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存
する財産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡
するものとする。

(合 併)
第51条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以上の議
決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに。官報に掲載 して行う。
ただし、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の
ホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定め
る。

第10章 雑 則

(細  則)
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め
る。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

ロ
,C

事

事

事

,l\ a
ffit
rffi
,NE

3

立の日から令和8年 6月 までとする。

設人法のこずｂヽわ■″
一
「
″
こ定規の項第条５第ま期任の員役の初当立設の人法

事

　
　
　
　

の

理

理

理

監

こ

治

利

大

朗

幸

正

健

真

4 この法人の設立初年度の事業年度は、第 42条の規定にかかわらず、この法人設立の日



から令和8年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第 43条の規定にかかわらず、設立総会
の定めるところによる。

6 この法人の設立初年度の入会金及び年会費は、第 8条の規定にかかわらず、次のとおり
とする。

(1)入会金

(2)年 会費

一貝

］員

〈
本
　
〈
〓

正

正

個人・団体)0円     賛助会員 (個人・団体)0円
個人・団体 )1口 5,000円  賛助会員 (個人・団体 )1口 3,000円



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係) 設立 。役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 確 員のうち報 授 ける者の鏡 )

特定非営利活動法人 移植AYATOMO Plus

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

√

√

2 役員―覧

(フ リガナ)
報日の有無 役職名等役 名

氏  名

オグラ コウジ
無 理事長理事

小倉  幸治

スズキ マサトシ
無理事

鈴木  正利

サイ トウ ケンタ
缶

齋藤  健大
理事

カコ マサアキ

加古  真朗  
無■

４ 監事

´
０

Ｏ
Ｏ

■
■
日

一
■
■

■
■
■
■



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非曾利活鵬法人移糧 AnTO10 P:u8

1 事業実施の方針
令和 7年度の初年度 (令和 8年 1月設立日～3月 31日 )は、臓器移植後のハ晨 (思春期 。若年成人)

世代に対する支援体制の構築を目的として、以下の準備活動を中心に事業を実施する。

まず、法人運営の基盤整備として、定款に基づく組織制 の構築、役員・会員の登録、事務局の設置

準備、会計・公告体制の整備を行う。また、支援対象者との接点形成を目的として、ホーム
ページの開

設、SNS等を活用した情報発信、関係機関との連携構築を進める。

さらに、今後の事業展開に向けた助成金・補助金申請の準備、事業計画の具体化、会員募集活動を行

い、令和 8年度以降の本格的な活動開始に向けた基盤を整える。本年度は、法人の理念と目的を社会に

周知し、当法人の信頼性と実効性を高めるための準備期間と位置づける。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 785 】千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数
f蓼薯
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

オンラインコ

ミュニテイの

運営による情
報共有及び支
援活動

支援対象者 (臓器移

彎劣象ヵ漠
iF隻
横箸声

との接点形成を目的
として、SNSやホー
ムページを活用した
オンラインコミュニ
ティの立ち上げ準備
を行う。

1‐3月
(賄時)

事務所 (世
田谷区)

オンライ
ン

1名

・全国の臓器
移 植 後 の
Am世 代お
よびその家
族 。支援者、
医療関係者

医療 関係
者 30名程
度 に声 掛
け予定。

問接 的 に
AVA世代
100名 程

骸a菅患
定。

160

医学会 。講演
会・見学会等
への参加及び
開催による啓
発・教育活動

関連する医学会・講
演会の情報収集と参

翡聾唇急経暴簡凍奢
に周知する。

2/12‐ 14

。第 ED
回日本臨
床腎移植
学会
(東 京 都
内)

1名

※ 必 要 に

応 じて他
の理事・正

会 員 が 協
力予定

385

連
ア
ア

ル

イ
■
つ

に
コ

形
づ

7ヽ

よ

成
く

るリ
ユ ー

及び
り支

地域の医療機関 。福

讐冒奮±9寺′鸞報
交換や協議の場を設
ける準備を行う。

1‐3月
(随時)

事務所 (世
田谷区)

オンライ
ン

先方との
面談場所

1名

地域の医
・福祉関係療
」ム
泊

地域 関係
者 3団体
程 度 の接
点形成 を
想定

110

若年層及び医
療経験者の職
業能力開発及
び社会的自立
支援に関する
事業

支援対象者のニーズ
調査を実施し、将来

り螢警事あ重落晏看
を収集する。
協力団体との連携も
模索する。

・全国の順器
移 植 後 の
パ晨 世代お
よびその家
族・支援者、

マ1躍整聾
業の関係者

ニー ズ調
査対象者
として5～
10名程度
を想定

10



他の
体 ・

関・
帯凌

ll

企業等

団
機
と

鮮κヅ

深颯艤乱 ち侶象早
情報交換を通じて、
協力体制の構築を図
る。

1‐3月
(随時)

事務所 (世
田谷区)

オンライ
ン

先方との
面談場所

1名
)

・連携先団体

・行政機関

・企業関係者

番型噌誓
との接 点
形成 を想
定

60

助成金・補助
金等の申請支
援及び資金計
画に関するコ
ンサルティン
グ事業

法
を
金
査
行
必
と

人
目

お
り

運営資金の確保
的として、助成
補助金の制度調
よび申請準備を

要に応じて専門家
の連携 も検討す
る。

製鷲陽魂夢
支助成 申請
先 2団体
程度

60



書式第 8号 (法第 10条 。第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利着■法人移植 AVATOm Plus

l 事業実施の方針
令和 8年度 (令和 8年 4月 1日 ～令和 9年 3月 31日 )は、臓器移植後のAWゝ (思春期・若年成人)

世代に対する支援体制の本格的な構築と、社会的認知の拡大を目的として、設立初年度に整備した基盤

をもとに、以下の事業を実施する。

オンラインコミュニティの運営を通じて、支援対象者との継続的な接点を確保し、情報共有と精神的

支援を行う。また、医療関係者や地域団体との連携を深め、リアルな場での啓発活動やまちづくり支援

にも取り組む。

若年層の職業能力開発や自立支援に向けたセミナー 。相談会を開催し、社会的な孤立の防止と自立促

進を図る。さらに、助成金・補助金の申請を通じて、持続可能な運営体制の確立を目指す。

本年度は、支援会としての理念を具体的な活動に落とし込み、臓器移植後のAコ 世ヽ代が安心して社会

とつながるための実効性ある支援モデルの構築を進める。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 3160 】千円 )

された
名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

オンラインコ
ミュニテイの
運営による情
報共有及び支
援活動

ЫR「おょびホーム
ページを活用し、臓
器移植後の AフI世
代とその家族・支援
者が安心して情報共

;才 参婆費暮皇薦子
る。    _

4‐3月
(月 1回
を目安に

設定)

事務所

オンライ
ン

理事)

※必要に応

して正会員

が協力する

体制を整え

1名

。全国の臓器
移 植 後 の
パm世 代お
よびその家
族・支援者、
医療関係者

※ 必 要 に
応 じて他
の理事・正

会 員 が 協
力予定

【コ ミュ
ニテ ィ継
続】
AYA世代
100‐ 400
人

家族
50‐200人

【コ ミ ュ
ニ テ ィ 拡

査鳩関係
者 100名
程 度 に宣
伝拡大。

医療者 か
らの A池ヽ
世代 紹 介
にて、参加
数 を更 に
拡大。

430

医学会・講演
会・見学会等
への参加及び
開催による啓
発・教育活動

医療関係者 。支援者
向けに、臓器移植後
の AWヽ 世代支援の
重要性 を伝 える講
演・見学会・展示等
を企画・開催。
学会参加による情報
収集も継続。

5‐2月
(随時)

6′ 11‐ 12

6/20‐21

6/26‐27

9/10‐ 12

2月 予
定

オンライ
ン

医療 ノ教
育機関

腎移植・
血管外科
研 究 会
(岐阜)

心移植学
会 (東京)

肝移植学
会 (兵庫 )

移植学会
(東京)

臨床腎移
植 学 会

1400



地域社会との
連携によるリ
アルコミュニ
ティ形成及び
まちづくり支
援活動

地域の医療・福祉団
体と連携し、A通 世ヽ
代が安心して暮らせ
る環境づ くりを支
援。
地域イベントヘの参
加や協議会への出席
を予定。

4月 中
旬

8月 上
旬

10月 上
旬

10月 下
旬

Deathフ
ェステ ィ
バル (東
京 )

移植者キ
ャ ン プ
(大阪)

移植者マ
ラ ソ ン
(東京)

移植啓発
パレー ド
(東京 )

1 名 ・地域の医療
・福祉関係者

地域 関係
者 3団体
程 度 の接
点形成 を
想定

350

若年層及び医
療経験者の職
業能力開発及
び社会的自立
支援に関する
事業

臓器移植後
を対象に、
開発や就労
的としたセ
相談会を開
協力団体と
進める。

の若年層
職業能力
支援を目
ミナー・
催 。

の連携も

9月

就労支援
講演 (オ
ン ラ イ
ン )

1名

※ 必 要 に

応 して他
の理事・正

会 員 が 協
力予定

・全国のJ瑞
移 植 後 の
バYA世代お
よびその家
族 。支援者、
医療関係者

・自立支援事
業の関係者

ニー ズ調
査 対象 者
として 5～
10名程度
を想定

760

他の非営利団
体・ 行 政機
関・企業等と
の連携、助言
及び支援事業

政・企業
強化し、
拡充を図

他団体・行
との連携を
支援体制の
ス

定期的な情報交換会
や合同企画を実施。

4‐3月
(随時)

事冴所

オンライ
ン

先方との
面談場所

1名

・連携先団体

・行政機関

・企業関係者

連携候補 2
団体 程 度
との接 点
形成 を想
定

110

助成金・補助
金等の申請支
援及び資金計
画に関するコ
ンサルティン
グ事業

管沓爵ミョ劣a董堡
補助金の申請を継
続。
制度設計や資金計画
の見直しも実施。

4‐3月
(随時)

事務所

オンライ
ン

先方との
面談場所

1名 ・将来的な支
援対象者

助成 申請
先 2団体
程度

110



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和7年度 活動予算書 (その他事業が上上場合)
設立・定款変更用

特定非営利活動法人移植AYAЮm Plus

′lヽテ|・ ■)計金  饉

1,500.000
0

1,まЮ.αЮ

個人寄付
団体寄付 (企業、団体等)

受取補助金

オンラインコミュニティの運営による情報共有及び支援活動

医学会・講演会・見学会等への参加及び開催による啓発・教育活動

地域社会との連携によるリアルコミュニティ形成及びまちづくり支援活動

若年層及び医療経験者の職業能力開発及び社会的自立支援に関する事業

他の非営利団体・行政機関・企業等との連携、助言及び支援事業

.まЮ.瞑Ю

“

Ю.ⅨЮ

|15.∝Ю

705.0010

200,000

2

2

給料手当
役員報酬

120.000

45.000
100,000

120.000

給料手当
役員報酬

24く ,000

30.000
120.000
30.000

400,000
0

会場費
旅費交通費
印刷製本費
報酬

賃借料
水道光熱費
通信費
消耗品費

ムЮ.∝Ю

420.000

.“5.Oα

B当 1● 滅 饉

過年度損益修正益

災害損失

:外 増 滅鴻当 経

f:
=|曼

餃:Мを椰等)

1

Eヨ

吊:

ヽ 1 1 日

曖 界

・ ・ ・σら

「

T¬

I

】 1昴 冒 収  晏

ロ [5]

・ ■■・ 1準



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和8年度 活動予算書 (その他事業が」鳳と場合)
設立・定款変更用

特定,営利者

“

法人移植AYA“Ю Plus

′[ヽ計 ・ 合 針0 ■

75,000

30,000

1,200,000

0

210.000

1.515.0(Ю

3,■Ю.αn
Ш

嗣

¨

００

００

∞

1.50て ,.000

1.“Ю.αЮ

オンラインコミュニティの運営による情報共有及び支援活動

医学会・諄口会・見学会等への参加及び開催による啓発・教育活動

地域社会との連携によるソアルコミュニテイ形成及びまち
j́く り支援活動

若年層及び医療樫験者の織業能力開発及び社会的自立支aに関する事業

`直

の非督利団体・行夕機関・企業等との連携、助言及び支援事業

受取補助金

2

正会員■ (理事・社員)
個人・■助会員費
団体・賛助会員費 〈企業、団体等)
AYA〈思春翔・若年成人)年会費

個人寄付
団体寄付 (企業.団体等)

6.315.Oα)

1.000,αЮ

1,6∞,∞0

0

1.“0.0(Ю

950.000

140.000

100,000

340.OOO

B

1

:

1

(2) の

2)そ

給料手当
役員報酬

給料手当
役員報酬

会暑費
旅費交通癸
印刷製本,
報酬

賃枯料
水道光熱費
通信費
消耗品,
■日

3.lα .α

8Ю,∞0

∝n,α,

1,730,0∞

960,000

120.000

480.∞ 0

120.000

50,000

2.500,()0(

5.゛0.0∞
626.m

壼 憫1 1 C IE 【A:当

過年度捐益修正益
固定■鷹

災害根 失

・・てか
625.●コ
70.000

25.Oα

田0_01`

E R :

「

~T¬

円 饉  燿  ウ

「

■
~T□



書式第 6号 (法第 10条関係)

設   立   用

特定非営利活動法人移植AYA丁OMO Plus

設立趣旨書

1.設立の背景
近年、移植医療の進展と長期成績の向上により、小児期に臓器移植を受けた患者が、思春期 。若年成人

(AYA世代)を経て、成人期を超えて中年期に至るまで、一般の人と同様に人生を全うできる可能性が広

がってきています。しかし、こうした移植経験者は、医療的な課題だけでなく、就労・恋愛・家庭・親子

関係など、ライフステージごとに多様な社会的課題に直面しており、医療支援だけでは十分に対応できな

い現状があります。

特に、医療者との関係が希薄になる成人科への移行期や、疾患受容が未完了なまま社会に出るAYA世代

にとつては、孤立やノンアドヒアランス (服薬不履行)な どの問題が深刻化しており、医療的支援と生活

支援の間にある空白を埋める仕組みが求められています。

2.現状と課題
医療現場では、An世代のノンアドヒアランスが永続的な課題とされており、医療者・保護者・患者本

人の間で情報や感情の断絶が生じています。また、移植後の患者が社会的に自立するための支援体制は未

整備であり、疾患理解 。就労支援・恋愛・結婚・親子関係など、医療以外の領域における支援の空白が存

在しています。さらに、医師の働き方改革や医療資源の限界により、医療者が生活支援まで担うことは困

難であり、第二者機関による支援介入が望まれています。

3.あるべき姿
AYA世代が疾患と向き合いながら、自らの意思で治療に取り組み、社会的に自立していくためには、医

療者・患者・保護者・地域・企業が連携した支援体制が不可欠です。特に、同世代との交流や、疾患を抱

えた当事者同士が安心して悩みを共有できる場の形成が求められています。また、医療情報と生活支援を

統合したコンテンツ提供や、就労・婚活・教育支援などを通じて、移植医療の社会的信頼性を高めること

が重要です。

4.法人設立の目的
本法人は、臓器移植後のAYA世代を対象に、コミュニテイ形成・啓発活動・情報提供・支援サービスを

通じて、自立促進と社会的参画を支援することを目的とします。あわせて、移植医療に関する知識の普及

および人材育成を図ることで、国内の移植脚 発展に寄与し、脳死 ドナー不足の解消にも貢献すること

を目指します。

5.活動の方向性
本法人は、医療機関・自治体・患者団体に加え、医療・教育・福祉分野の中小企業者との連携による共

同実施体制を構築し、疾患教育コンテンツの共同制作、オンライン学習環境の整備、就労・婚活支援の展

開などを行います。これにより、移植医療の制度補完と、AYA世代の社会的自立支援を両立させることを

目指します。

令和7年 10月  1日

設立代表者

氏名 小倉 幸治




